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手足口病の定点当たり報告数が警報基準値を超えました！ 
 

 京都市内の感染症発生動向調査における、手足口病の小児科定点医療機関当たりの報告数

が、第２２週（５月２７日～６月２日）時点で警報基準値の目安である「５」を超え、     

「５．４９」となったことから、警報レベルの流行状況となりましたので、お知らせします。 

 手足口病は、乳幼児を中心に主に夏頃に流行を迎える感染症です。市民の皆様におかれま

しては、引き続き、手洗い等の感染対策を徹底していただきますようお願いします。 
  

 

１ 小児科定点医療機関当たりの報告数の推移（令和６年） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＊以下の京都市感染症週報から御覧いただけます。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000074152.html 

 

 

 

 

 

 

発生動向調査週 報告数 全国(参考) 

 第１８週（ 4/29～5/ 5） ０．３５ ０．６１ 

 第１９週（ 5/6 ～5/12） １．０５ ０．９０ 

 第２０週（ 5/13～5/19） ２．１４ １．４９ 

 第２１週（ 5/20～5/26） ３．９３ ２．１３ 

 第２２週（ 5/27～6/ 2） ５．４９ （＊７日以降公表予定） 

 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。  

・ 小児科定点医療機関当たりの報告数について 

定点当たりの報告数とは、１週間の患者報告数を報告医療機関数で除した数値であり、１週間にお

ける１定点医療機関当たりの平均患者数を表しています。 

なお、手足口病は、市内４３か所の小児科定点医療機関から毎週報告されています。 

・ 警報基準値の目安 

警報基準値：定点当たり報告数が「５」以上となったとき 

令和元年以来 

５年ぶり 



２ 手足口病について 

⑴ 症状 

口の中、手のひら、足底や足背などに２～３mmの水疱性発疹が出ます。発熱は約３分

の１にみられますが、あまり高くならないことがほとんどであり、高熱が続くことは通

常はありません。ほとんどの発病者は、数日間のうちに治る病気です。 

 

⑵ 潜伏期間 

   ３～５日です。 

 

⑶ 感染経路 

飛沫感染、接触感染、糞口感染（便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染する

こと）します。 

 

⑷ 感染対策 

接触感染を予防するために流水と石けんで手洗いをしっかりとすることと、排泄物を

適切に処理することが重要です。また、タオルの共用は避けてください。 

特に、乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは、子ども同士の生活距

離が近く、濃厚な接触が生じやすい環境であることから、集団感染が起こりやすく注意

が必要です。 

 

⑸ 治療 

手足口病に特効薬はなく、特別な治療方法はありません。また、基本的には軽い症状

の病気であり、経過観察を含め、症状に応じた治療となります。 

まれに髄膜炎や脳炎など中枢神経系の合併症などが起こる場合があるため、高熱が出

る、発熱が２日以上続く、嘔吐する、頭を痛がる、視線が合わない、呼びかけに答えな

い、呼吸が速くて息苦しそう、水分が取れずにおしっこがでない、ぐったりとしている

などの症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。 

 


